
平成 21 年 8 月 6 日 
各   位 

 
大阪市中央卸売市場 

 
事業請負、物品買入等における公募型見積合わせへの移行について 

 
  当市場における事業請負、物品買入等について、より公正で公平な調達を実施するため、

当市場で取り扱う案件のうち、大阪市契約規則第 17 条に定める額を超えない案件の取扱い

を下記のとおり実施いたします。 
 

記 
1 対象範囲 

 予定価格が、次の(1)の金額の範囲内のもので、かつ(2)の種目に該当する案件が対象に

なります。 
(1)大阪市契約規則第 17 条に定める額を超えない市場専決契約案件 
・工事の請負         1,000,000 円 
・財産の買入れ       1,600,000 円 
・物件の借入れ      800,000 円 
・上記以外のもの      1,000,000 円 
 

(2)対象種目及び項目 
 大阪市入札参加資格における承認種目(以下、承認種目という。ただし、項目のある

種目についてはその項目。以下同じ。)のうち、事業請負、物品買入等(物品の買入及び

借入の契約、印刷、製造等の請負契約)について該当する種目及び項目 
 

2 移行時期 

平成 21 年 8 月 17 日より順次移行 
※完全に移行するまでは従来の見積合わせの方式をとることもあります。 

 
3 参加資格 

(1)大阪市入札参加資格者名簿に、見積合わせの参加を希望する案件の種目と同一の承認

種目で登録していること。 
(2)見積書提出時において、大阪市から指名停止、入札等除外措置を受けていないこと。 
(3)関係法令に違反していないこと。 
(4)その他特に必要と認められる要件がある場合には、それを満たしていること。 



4 公募型見積合わせ参加方法 

 見積合わせ案件について、中央卸売市場総務担当事務所内【大阪市福島区野田 1-1-86 
業務管理棟 15 階】及び中央卸売市場ホームページ上に掲示して、事業請負見積書・物品

供給見積書の受付を開始します。 
 ※中央卸売市場ホームページ URL 
    【http://www.city.osaka.lg.jp/shijo/category/919-0-0-0-0.html】 
 締切日時までに総務担当まで提出してください。見積書には、申込者が消費税及び地方

消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるに問わず、見積もった契約希望金額

の 105 分の 100 に相当する金額を記載してください。 
 総務担当事務所内における見積合わせ物件の掲示、事業請負見積書等の交付、受付は、

本市の休日を除く毎日、午前 9 時から午後 5 時 00 分まで行います。(正午から午後 1 時ま

では除きます。) 
 
5 見積りの無効 

次の場合に該当する見積りは無効となるので注意してください。 
①参加資格のない者のした見積り 
②所定日時までに所定の場所に提出されなかった見積り 
③同一の見積りについて、2 通以上の見積りをした見積り 
④見積金額、件名など見積書の記入内容を記載せず、又はその記載がはっきりしない見

積り 
⑤見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入などによ

る見積り 
⑥見積者の記名押印がない見積り 
⑦同等品とは認められない見積り 
⑧見積りに関し妨害又は不正な行為を行った者がした見積り 
⑨当市場が交付した事業請負見積書、物品供給見積書を用いないでした見積り 
⑩その他見積りに関する条件に違反した見積り 
 

6 不成立・取り下げ（中止）について 

①参加申出者がいないとき、または参加申出者の中で参加資格を全て満たしている者がい

ないときは、見積合わせは不成立となります。 
②契約の相手方が決定するまでは、公募型見積合わせを取り下げる（中止する）ことがあ

ります。 
 
7 その他 

①決定された方のみその旨電話にて連絡いたしますので、速やかに関係書類を提出のうえ、



発注担当と調整していただき、契約を履行してください。 
②特段の事情がある場合は、本取扱いと異なる取扱いをすることがありますので、ご了承

ください。 
③「中央卸売市場公募型見積合わせ実施要綱」を総務担当事務所内及び中央卸売市場ホー

ムページに掲示しておりますので、見積合わせに参加される前にご確認のほどお願いし

ます。 
④同等品以上指定の物品で、指定型番以外の物品で申し込むときは、申込み前に物品供給

見積書の備考欄に記載してある担当者あてに同等品以上とみなすか確認をとり、物品供

給見積書にその旨記載してください。 
⑤事業請負見積書、物品供給見積書の提出は、持参により総務担当へ提出されたもののみ

認めます。 
 

(問い合わせ先) 
 大阪市中央卸売市場総務担当 
  住所：大阪市福島区野田 1-1-86 業務管理棟 15 階 
  電話：06-6469-7920 

 
 
 
 


